
 
 

令和 6 年 11 月 13 日 

 
 

路線バス（乗合バス）の運賃改定について 
 

三重交通株式会社（本社：津市中央、取締役社長：田端英明）は、令和 6 年 8 月 9 日、中部運輸局に一

般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請を行い、本日 11 月 13 日付で認可を受けましたの

で、下記のとおり路線バス（乗合バス）運賃の改定を令和 6 年 12 月 16 日から実施いたします。 
 

記 
 

１． 改定理由 

弊社乗合バス事業を取り巻く環境は、沿線人口の減少や少子高齢化の進展に加え、コロナ禍がもたらし

た新しい生活様式の定着もあり、利用人員は大きく減少し、依然として厳しい状況が続いております。 

こうした中、運転士・整備士等の担い手不足が顕在化しており、賃金・労働条件や職場環境の改善など、

採用強化と定着促進に向けた取組が喫緊の最重要課題となっております。 また、コロナ禍で投資を抑制した

こともあり、老朽化が進んでいる車両・施設についても、計画的な代替を行い、バリアフリー車両への更新や

電気バス等の環境対策車両の導入を進める必要があります。 

しかしながら、エネルギーをはじめ諸物価の高騰も続く厳しい事業環境下においては、不断の経営努力を

もってしても、それらのコスト増を吸収することは難しく、将来にわたって地域の公共交通機関として使命を果

たすためには、運賃改定により収支改善を図るほかないと判断したものです。 

何卒、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

※申請理由および申請概要等は、令和 6 年 8 月 9 日付「路線バス（乗合バス）の運賃改定申請について」をご参照ください。 

 

２． 運賃改定の概要 

（１） 運賃改定実施日   令和 6 年 12 月 16 日（月） 
 

（２） 対象路線        一般乗合バス全線（予約制高速バスおよび市町村コミュニティバス等一部路線を除く） 
    

（３） 改定内容 

① 普通運賃    平均改定率  12.3％ 

② 通勤定期運賃 平均改定率   4.7％ 

③ 通学定期運賃 平均改定率   7.2％ ※前回改定では据え置きとしましたが、今回は改定対象といたします 

 
   

※改定運賃は弊社ホームページでご確認いただけます。 

○ホームページでのご確認方法 

 ・https://www.sanco.co.jp/または「三重交通」で検索しトップページを表示。 

 ・「路線バス」→「時刻・運賃・停留所・路線図・冊子型時刻表」、検索する区間の乗車停留所・降車停 

留所を選択すると運賃が表示されます。検索の日付を「2024 年 12 月 16 日」以降に切り替えてご確 

認ください。 

〒514-8635　三重県津市中央1番1号
 URL.https://www.sanco.co.jp

https://ssl4.eir-parts.net/doc/GP3232/announcement1/102813/00.pdf


    

（４） 普通運賃 

① 初乗運賃        大人 190 円 → 大人 200 円 

② 地帯制運賃 

普通運賃（大人） 
改定前 

（12 月 15 日まで） 

改定後 

（12 月 16 日から） 

津 市 

地 帯 制 

一 区 230 円 240 円 

二 区 270 円 280 円 

三 区 300 円 330 円 

➂ その他の区間     区間により＋10 円～＋150 円程度の改定となります。 

（主要区間における実施運賃額は添付資料１をご参照ください） 
    

（５） 定期運賃 

添付資料２をご参照ください。 
 

（６） その他乗車券類 

① 各種フリー乗車券 

 
改定前 

（12 月 15 日まで） 

改定後 

（12 月 16 日から） 

伊勢鳥羽みちくさきっぷ（１DAY） 1,200 円 1,300 円 

伊勢鳥羽みちくさきっぷ（２DAYS） 1,800 円 1,900 円 

みちくさきっぷワイド 2,600 円（据置） 

② 運転免許返納割引定期券（セーフティパス） 

 
改定前 

（12 月 15 日まで） 

改定後 

（12 月 16 日から） 

１ヵ月  5,000 円（据置） 

３ヵ月 13,000 円（据置） 

６ヵ月 25,000 円（据置） 

年間 48,000 円（据置） 
   

（７） 発売を終了する乗車券 

   ① 通勤定期券 

 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 発売終了日 備 考 

近鉄四日市ゾーン 9,840 円 28,040 円 55,500 円 

12 月 15 日 

有効期限まで 

そのままご利用 

いただけます 

桑名駅ゾーン 

7,990 円 22,770 円 45,060 円 
名張駅ゾーン 

松阪駅ゾーン 

伊勢市駅ゾーン 

     

  



② 回数券 

 発売金額 発売終了日 備 考 

おでかけ名古屋回数券 

（4 枚綴り） 

名古屋～大山田団地 3,300 円 

12 月 15 日 

有効期限まで 

そのままご利用 

いただけます 

名古屋～広見ヶ丘 3,450 円 

名古屋～西桑名ネオポリス 3,750 円 

名古屋～桜花台・桜台 3,900 円 

名古屋桜台高速キャンパス・チケット１５（15 枚綴り）  12,300 円 

伊賀忍者ライナー回数券（6 枚綴り） 10,000 円 

    ③ フリーきっぷ 

 発売金額 発売終了日 

湯の山温泉１DAY フリーきっぷ 900 円 12 月 15 日 

 

２．運賃改定に伴う乗車券の取扱い 

（１）定期券（通勤・通学） 

①現在お持ちの定期券は、運賃改定日以降も券面記載の有効期限までそのままご利用いただけます。 

②令和 6 年 12 月 15 日まで、通用開始日に関わらず改定前の金額で発売いたします。 

（新規・継続とも通用開始日の 14 日前から発売いたします。） 
 

（２）回数券 

金額式は令和 6 年 12 月 16 日以降、改定後の普通運賃との差額を別途現金でお支払いいただく必

要がございます。区間指定式は、有効期限までそのままご利用いただけます。 
    

（３）普通券 

金額式は令和 6 年 12 月 16 日以降、改定後の普通運賃との差額を別途現金でお支払いいただく必

要がございます。区間指定式は、有効期限までそのままご利用いただけます。 

 

３．その他 

（１）三交伊勢志摩交通株式会社、三重急行自動車株式会社、八風バス株式会社、名鉄バス株式会 

社における、弊社との並走区間についても、同日より運賃改定を実施いたします。 
 

   （２）予約制高速バス（鳥羽東京大宮線、南紀東京大宮線、三重京都高速線（四日市系統）、三重京都高  

速線（津系統）、名古屋南紀高速線）については今回の運賃改定は実施いたしません。 

以 上 

 

 

 

 

 

《お問合せ先》三重交通株式会社 バス営業部乗合営業課 担当者 竹原、村上、渡邉 

TEL  059-229-5533   HP https://www.sanco.co.jp/   

https://www.sanco.co.jp/




２





【運賃改定の概要】
・普通運賃　　　平均改定率 +12.3% ・通勤定期運賃 平均改定率 +4.7%

・通学定期運賃 平均改定率 +7.2%

・改定率は区間により異なります
・一部区間で据え置きの場合があります

・セーフティパスは運賃を据え置きます

【運賃改定による乗車券類の取扱い】
令和6年12月16日までにお買い求めの乗車券は、次のとおり取扱いたします

券面表示額
発売金額（１冊分）×残券片数／総券片数（１冊分）

【発売を終了する乗車券】（令和6年12月15日終売）
・ゾーン通勤定期券（近鉄四日市・桑名駅・名張駅・松阪駅・伊勢市駅の各ゾーン）
・おでかけ名古屋回数券（名古屋桑名高速線・名古屋桜台高速線）
・キャンパス・チケット１５（名古屋桜台高速線）・伊賀忍者ライナー回数券（名古屋上野高速線）
・湯の山温泉１ＤＡＹフリーきっぷ

乗車券の払い戻しが必要な方は、弊社の発売窓口にお申し出ください

券　種 払　い　戻　し　額 払い戻し期間

ＩＣカード ・そのままご使用ください（新運賃をカードから引き落とします）
普通券
回数券

・令和6年12月16日以降、改定後の普通運賃との差額をお支払いください
・区間指定のあるものは、有効期限までそのままご利用いただけます

普通券 令和7年3月31日まで回数券

詳細は　三重交通㈱バス営業部乗合営業課　(059-229-5533)
または最寄りの営業所へお問い合わせください

各区間の運賃は三重交通ホームページ「時刻・運賃検索」で

ご確認いただけます

300円

定期券 ・お手持ちの定期券は有効期限までそのままご利用いただけます
・令和6年12月15日まで通用開始日にかかわらず改定前金額で発売します

その他の区間 ＋10円～＋150円程度の
改定となります

200円 +10円

津　市
地帯制

１区 230円 240円 +10円

330円 +30円

初乗運賃区間 190円

280円 +10円２区 270円
３区

乗合バス運賃の改定について

片道運賃（大人） 改定前 改定後 改定額

　弊社乗合バス事業を取り巻く環境は、沿線人口の減少や少子高齢化、コロナ禍がもたらした
新しい生活様式の定着などにより、利用人員の減少が続く中、運転士・整備士等の担い手不
足の改善、燃料価格の高騰、安全対策や車両関係諸費用の増加もあり厳しさを増しておりま
す。このような状況下にあって、公共交通機関として使命を果たすためには、運賃改定による収
支改善を図るほかないと判断し、このたび認可を受けましたので、
乗合バスの運賃を令和6年12月16日（月）から改定させていただきます。
　これからも、安全輸送とサービス向上に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し
あげます。




